
●開催場所

     広島市総合福祉センター

〒731-0822

広島市南区松原町５番１号

    （BIG FRONT ひろしま）

●開催日時

原則 毎月第３火曜日
（裏面実施予定日参照）

時間：１３時３０分～１６時３０分

   相談時間は、１人３０分程度です。
（定員：１日４名程度。）

●対象者

成年後見制度や権利擁護に関する

相談を希望する地域住民の方

（当事者または当事者関係者が広島市在住）

相談会は予約制です。まずは電話、FAXまたはE-mailでお申込みください。

広島市成年後見利用促進センターから「専門職による成年後見制度に関する相談会申込書」

を郵送、FAXまたはE-mailで送付しますので、必要事項を記入し、相談会開催月の前月末まで

に、提出してください。内容確認の後、来場日時等を改めてご連絡いたします。

なお、成年後見制度に関する相談会ですので、内容によっては相談をお受けできない場合が

あります。

様々なご相談に対して

専門職から助言を行い、

必要に応じて適切な機関や

団体等の紹介も行います。

・成年後見制度の利用方法を知りたい。

・親亡き後のことが心配。 

・認知症になったときに備えて、

今からどのようなことができるのか。

専 門 職 による専 門 職 による

成年後見 相談会
広島市成年後見利用促進センターでは、認知症等により、判断能力が十分で

ないために意思決定が困難な人を支える方、将来に不安がある方などに対して、

弁護士、司法書士、社会福祉士が助言を行う相談会を開催しています。

※ 9/15 は安佐北区総合福祉センター

1/26 は安佐南区総合福祉センターで実施

※ オンライン(ZOOM)相談を希望される

場合は、ご相談ください。

相談無料

● 相談会当日までの流れ

令和8年度版



申込み・問合せ先

申込み・問合せ先

令和８年度 実施予定日

日 程 曜 日 時 間

令和８年４月２１日 （火） １３：３０～１６：３０

５月１９日 （火） １３：３０～１６：３０

６月１６日 （火） １３：３０～１６：３０

７月２１日 （火） １３：３０～１６：３０

（注）８月２５日 （火） １３：３０～１６：３０

９月１５日 （火）
１３：３０～１６：３０

（安佐北区総合福祉センター）

１０月２０日 （火） １３：３０～１６：３０

１１月１７日 （火） １３：３０～１６：３０

１２月１５日 （火） １３：３０～１６：３０

（注）令和９年１月２６
日

（火）
１３：３０～１６：３０

（安佐南区総合福祉センター）

２月１６日 （火） １３：３０～１６：３０

３月１６日 （火） １３：３０～１６：３０

※ 相談無料 事前予約必要

申込み・問合せ先

広島市成年後見利用促進センター
 T E L ：０８２－２０７－３３６７

 F A X ：０８２－２６４－６４３７
 E-mail : kouken@shakyohiroshima-city.or.jp

〒732-0822
広島市南区松原町５番１号

   BIG FRONT ひろしま６階
（社会福祉法人 広島市社会福祉協議会内）

（注）１月、８月の相談会は第４火曜日に開催します。
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